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1．はじめに

　国民経済の資源配分と経済安定の問題とな

らんで，所得再分配の問題に政府財政が重要

な役割を演ずることはよく知られている。現

実の経済では，所得分配は生産物市場や生産

要素市場の構造をはじめとする多くの経済的

要因や，その他の社会経済的条件とに依存し

て決定される。ある一つの所得分配の状態は

これら全要因から生み出された結果である。

したがって，その様にして決定された所得分

配の状態は時に調整されることが望しい場合

が起るのが普通であるが，それらの調整はア

メリカの場合，連邦政府，州，地方政府によ

る税制とトランスファー機構とによって達成

される。

　この小論の目的は，1950年から1961年まで

の連邦政府の所得税政策による所得再分配効

果を分析することによって，連邦政府の税制

を評価することにある。分析資料の制約のた

めに，分析は連邦政府の所得税政策の効果に

限られている。この意味では，この分析は部

分的分析であるが，しかし連邦政府による所

得税の構造がアメリカのその他のいかなる税

制よりも累進的であることを考慮すれば，こ

の分析を通して，合衆国における各種の税制

によってもたらされる所得再分配政策を評価

する上で，有力な一つの規準を決定できるで

あろうと思われる。さらに連邦政府の所得税

に限定したことによって強調されてよいいま

一っの点は，通常の分析のようなある特定の

年度についての所得再分配効果の分析1）とい

うよりはむしろ，時系列分析を可能にしてく

れたことである2）。

＊　日本の1953年から1959年にいたる税制の所得

再分配効果の分析については，貝塚啓明氏との

共同論文〔3〕を参照されたい。ここでの分析

の多くは〔3〕と同一の方向に沿っているが，

第4節の貢献度分析（本文参照）はこの分析が

付加する新しい部分である。尚，この論文全体

を通じて，再分配効果の測定の問題に最も簡単

な分析を開発し利用することが意図されている

ことを強調しておこう。

　この論文の基本的部分は1966年の春にハーバ

ード経済硯究所で作製され，同研究所のdis－

cussion　paper〔4〕として発表された。これ
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はそれを若干改訂したものである。この論文の

作製中に，W．レオンティエフ，　R．マスグレ

イブ両教授に有益なコメントと御示唆を載いた

ことに深く感謝したい。もちろん，ありうる誤

りは筆者個人の責任である。特に両教授に示唆

された問題の中には，この小論では完全に織り

込めていないものもあるから尚更である。

1）この論文で使用されている資料は，すべて

Survay　of　Current　Bμsinessに掲載されてい

る‘‘Size　Distribution　of　Income　in　U．　S”

というシリーズからとられている。たとえば

1950－1956年についてはThe　Surveyの1958
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2．均等化係数の定義とその測定

　計算は非常に単純である。すなわち，いま

所得の累積比率を縦軸に，所得受領者の累積

比率を横軸に測ったロレンツ曲線によって所

得分配の状態を表わすことにしよう。したが

って，もしロレンツ曲線が第1図のOEBで

あれば，所得分配は完全に均等であるケース

であり，またもしOABであれば，その所得

分配は完全に不平等のケースとなる。

　さて，曲線OCBが所得分配の初期状態を

示し，ODBが再分配後の分配の状態を示す

としてみよう。このときこの再分配効果がど

れだけかを示すのに数多くの尺度が可能であ

る。ここでは，政府の税制によるこの再分配

効果を測るために次のような一つの全体的尺

度rを均等化係数として採用しよう。

　　Area（OCBE）－Area（ODBE）
r＝　　　　　　　Area（OCBE）

どれだけ緩和するのに貢献したかを示す係数

である。いまrが100％であればその政策の

再分配効果は完全に均等化することになり，

他方rがゼロであれば，全然均等化は生じな

かったことになる3》。理論的には定義式rの

分子は負となりうるから，rはマイナスの値

をとりうる。このような場合，所得分配の不

平等度は更に増加したことになることは言う

迄もないであろう。

　　　　　　　　　第1図

　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　B

　　　O　　　　　　　　　　　　　　　A

　1950年から1961年にいたる各年についての

rの値は第1表に示されている。第1表の著

しい特徴は次の如くである。まず，1952年以

前と以後では再分配効果に決定的な差異があ

るということである。再分配効果は1952年以

＝会ll暑18ε器1・…％

rはある政策が元の所得分配の不平等度を

年4月号，1955－1962年については1964年の4

月号が利用されており，そこから各所得階層に

ついての個人所得の分布と連邦政府の個人所得

税負担が集められる。したがって，所得階層別

の税率が有効税率として計算される。

2）所得再分配に関する研究は，通常ある特定年

次について公共財政全般による税とトランスフ

　ァー・プロセスを通しての再分配効果の推定を

扱っている。たとえば，A．且．　Coロrad〔2〕，

　およびJ．H．　Adler　and　E．R．　Schlesinger

　〔1〕，を参照せよ。

3）たとえrがゼPでも各所得階層間には，なお

大きな変化が所得分布に惹き起されているかも

知れない。これはrがどこまでも全体的な尺度

であるためである。たとえば，OCBというロ

　レンツ曲線で示される分配状態が政策によって

ODBで示される状態に変った場合を考えてみ

ればよい（第2図参照）。しかし，ここでの研究

対象の期間内では，ロレンッ曲線で示される再

分配効果は各累積的所得受領階層について単調

に増加しているので，この問題を考える必要は

当面はない。

　　　　　　　　第2図
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第1表均等化係数（r）％の現実値

年 1・95・・95・・952　1・953・954　i・955・956・957・958・959・96・・96・・’

r
6・・6・6・・73・7・・481　・・　・・gi　・…8i・・S461　・・762i・・534・364・3641…95…4

降，年々減少してきている。すなわち1952年

のrの値は7．048％であったのが，1961年に

は5．1％と年々減少している。表面的には，

連邦政府の所得税による所得再分配効果は

1961年には1952年のそれよりほぼ30％減少し

ていることを示している。このようなrの値

の減少傾向を説明する重要な要因は一体何で

あろうか？　その要因を探ることが次に問わ

るぺき最も重要な問題である。

3．仮想的計算によるエムビリカル・

　　ファインディングス

　rの値は一般には連邦所得税の構造と所得

分配の構造に依存するから，これを次のよう

に書くことが出来る。

　rr＝f（P1（r），……，　Pn（τ〉；Yi（r），……，　Yn（r）；

ticr），・・…　。，　tn（r｝）

ここにP，，yi，　tiは，それぞれτ期のi所得

階層の家計数，平均所得，平均税率である。

　第1表では，同一年次の税率と所得分布が

計算の基礎になっている。均等化係数につい

てのより突込んだ分析は，ある年の所得分配

に異なった年次の税率を適用することによっ

て可能である。すなわち，税制の変化と所得

分布の変化の双方が再分配効果に影響を及ぼ

すが，これら両効果を分離することを意図す

る。そこで，税制の変化そのものが毎年の再

分配効果にどれだけ影響したかを，所得分布

の構造の変化によって生じた効果から切り離

して計測するために，次のような一方法が適

用されるであろう。すなわち，ある特定年次

の所得分配の構造に，すぺての年の税制を適

用してみて，税制の変化そのものに基づくr

の仮想的な数値を導くのである。したがって

1950年と1961年との間の12年間の完全な比較
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は，第皿表に示されるような12×12の行列で

示される。この行列のどの要素も，行の年の

もともとの所得分配に列の年の税制を適用す

ることによって計算される。たとえば，1960

年の所得分布の行と1950年の税制の列の交点

6．450％は，1960年の所得分配の構造に1950

年の税制を適用することによって導かれた均

等化係数である。この表の対角線上の数字は

すぺて対応する同一年次の所得分布と税制に

よって導かれた現実のrの値であり，通常の

均等化係数そのものである。したがって対角

線上の数字は第1表と同じである。

　第皿表から，次のような一般的エムピリカ

ル・ファインディングスが導かれる。

　（i）列の年のある税制に対して，rの値

は年々増加している。

　（ii）行の年の課税前の所得分布に対して，

rの値は1952年一1961年の間，年々減少して

いるが，1950－1952年の間では増加している。

　（iii）　（i）で述べたrの値の間の差異は

（ii）で述べたrの値の間の差より小さい。

　（iv）上記（i），（ii），（iii）の結果とし

て，対角線上のrは1952－1961年の間，年々

減少しつづけ，1950－1952年の間は増加しっ

づけている。

　これらの1952－－1961年の結果を第2図に対

応して直観的に示すと，第3図のようになる。

そこでの矢印→はrがその方向に減少してい

ることを意味し，LとSはその方向でのrの

差がそれぞれ他の方向でのrの差より大きい

か，小さいかを意味している。

4．均等化係数の部分分析

既に示したように，rは一定の所得分布の

もとでは，税制（各所得階層に対する税率）の
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第皿表　行の年の所得分布と列の年の税制を仮定したときの均等化係数（r）の値

課税前の 連邦 政府 所得税 体系
所得分布 1950 19511 19521 19531 19541 19551 19561 ・9571 19581 ・95gI ・96・1

1961

1950

P951

6，160

U，248

6，622

U，731

6，880

U，981

16，713

P6，768

5，861

T，983

5，766

T，823

5，619

T，683

「5．469「5，481

5，345

T，352

5，256

T，248

5，077

T，077

5，076

T，075

1952 6，305 6，760 7，048 6，834 6，550 5，917 5，754 5，527 5，381 4，531 4，362 4，426

1953 6，066 6，558 6，558 6，619 5，822 5，641 5，501 5，298 5，254 5，127 4，923 4，936

1954 6，229 6，642 6，923 6，698 5，918 5，734 15，612 5．671「 5，275 5，195 4，999 4，998

1955 6，340 6，795 6，990 6，831 5，970 5，846 5，722 5．4831
@　　　　1

5，361 5，249 5，069 5，102

1956 6，391 6，827 7，091 6，852 6，030 5，928　　　　　1 5，762 5．5341 5，349 5，284 5，145 5，130

1957 6，404 6，853 7，104 6，849 6，065 5．91引 5，789 5．5341 5，367 5，283 5，095 5，084

1958 6，339 6，769 7，078 6，830 5，997 5，879 5，759 5，522 5，364 5，248 5，089 5，090

1959 6，492 6，961 7，201 6，989 6，147 5，951 5，837 5．6661 5，459 5，364 5，165 4，779

1960 6，450 6，952 7，142 6，911 6，090 5．9071 5，802
　　　　　F

T，545 5，414 5，325 5，109 5，090

1961
　　　　　F

U・5061 6，988 7，137 7．∞8 6，080
5．9631　　　　　1

5，832 5．6541 5，454 5，345 5，143 5，104

第3図

　　　　　S

函数である。低所得階層に対する税率の変化

がrに及ぼす効果は，高所得階層のそれと一

般に異なった効果を持つ筈である。年々のr

の変化は，一定の所得分布のもとでのこのよ

うな各所得階層に対する個別の税率の変化に

よる再分配効果を総合した効果に他ならない。

それゆえ，各所得階層ごとの税率の変化がr

の年々の変化にどれだけ貢献したか，または

rの変化にどれだけの役割を果したかを計算

することは意味があることと思われる。記号

的には，各所得階層ごとに一定のP」，yゴ，t，

（ただ…は除く）のもとで翠「艶・／・を

計算することである。この計算を通して，r

と所得税の累進度との関係（ないし，所得階層

間の再分配効果）が検討され得る。なぜなら，

累進度は農菱・にしたが・て，それぞれ

累進的，中立的，逆進的と定義されるからで

ある。すなわち，いま前年に比してある所得

階層に対する税率が上昇（ないし減少）し，他

の階層に対しては不変であるとすれば，新し

い税制は前年の税制と比較して，最低所得階

層からその税率が変化した階層までは以前よ

りもより累進的（ないし逆進的）となり，その

所得階層から最高所得階層にわたる階層につ

いては，より逆進的（ないし累進的）となるか

らである。

　直観的には，このことは第4図のy－t平

面で示される。はじめは，1950年についてス

ムースなABC曲線で示される税制を持って

いたが，1951年に全所得階層について税率は
t

A

第4図

D

B

1951

C

’1950

yi． yi＋1
y
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第皿表　ttの部分的変化による累積所得分布とrの変化に対する貢献度

1951－一→1950

所 1951年
所得税課税後の累積所得分布 r（1950） r（1951）

得
階 の家計 変化 要　因 6，248％

6
，
7
3
1
％
1

層 分布 1951
t
1

t
2

「㌔ 巨 i㌔ 1950 貢 献度
工 33％

112．64％ 12．72％ 12．61％ 11a60％112．60％1　12．61％ 1　12．57％
1

一41．73％

五 33 39．43 39．48 39．61 39．29 39．30 39．32 39．29 一55．57

皿 22 67．05
167．07

67．14 67．17 66．83 66．87 66．90 28．72

IV 11 88．02 88．02 88．04 88．06 88．05 87．78 87．91 82．21

V 3 1100・00
1
0
0
．
0
0
1

100．00 100．00 100．00 100．00 100．00 86．36

｝ 一一 『一一

1954－→1953

1954年 変 化　要　因 r（1952） r（1954）

所得階層 の家計 1954
分布 酬 t

2
t
3

1転 1㌔ 1953 6，698％ 5，918％

1 30％ 10．46％
ト10．41％1

10．48％ 10．49％ ln50％1 10．51％ 10．54％ 一27．17％

皿 28 32．40 32．35 32．28
132．49

32．51 32．54 32．61 一31．87％

皿 24 60．19 60．15 60．12 60．04 60．40 60．45 60．46 一1．39

IV 14 86．57 86．55 86．54　1 86．51 86．51 86．95 86．83 57．58

V 4 100．00 100．00
　　　　2
P00．00 100．00 100．00 100．00 100．00 102．85

1960－→1953

1960年 変 化　要　因 r（1953） r（1960）

所得階層 の家計 1960

分布 t
1

t
2

t
3

1㍉ t
5

1953 α911％t臥109％

1
　　i22％

593％1 5．90％ 5．93％ 5．95％ 5．97％1 599％1 6．04％ 一4．57％

皿 21 19．21 19．19 19．15 19．28 19．35 19．43 19．56 一7．21

皿 25 42．29 42．27 42．25 42．08 42．59 42．77 42．82 一11．96

w 25 79．60 79．59 79．59 79．52 79．44 80．50 80．27 28．23

V 7 100．00 100．00 100．00 100．00 100．00 100．00 100．00 95．52

上昇した。われわれが意図するのは，この税

率の上昇によるrの値に及ぼす効果を，各所

得階層の税率の上昇を通して，一つ一つ分解

して計算することである。第4図でいえば，

1951年のyiとyi＋、の間の所得税率がB均・ら

Dに上方にシフトしたが，その他の全所得階

層では税率は不変で1950年のそれと同じであ

るとすれば（すなわち，そのような税の構造は

ADC曲線で示される），　rの値はABC曲線で

示される1950年の税制のもとでのrの値から

どれだけ変化したかを計算することである。

このことは，もしも新しい税制が1950年の税

の構造と比較して，yiよりも低い所得階層に

対してより累進的に，Yi＋、よりも高い所得階

層に対してより逆進的であるとすれば，rの

値は1950年の現実のrの値からどれだけ変化

するかを尋ねることに等しい。

　以下の計算では，次の3っのケースが選ば

れている。すなわち，1950－51年，1953－54

年，1950－60年についてのそれぞれのrの変

化である。1950－51年と1953－54年の双方は

税率改正の行われた年に当っている。したが

9
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って，連続する2年間のrの変化のうちでは，

これら2つの年におけるものが最も大きい

（第∬表参照）。1953－60年は連邦政府の租税

政策における最近の趨勢を代表するものと期

待されて選ばれた。ここでの部分分析（ない

し貢献度分析；数学的には偏微分分析と云うべき

かも知れない）の計算では，所得分布は後の年

のそれと同じであると想定される4）。所得階

層は第1階層（3，000ドル以下），第皿階層

（3，000－4，999ドル），第皿階層（5，000－7，499

ドル），第1V階層（7，50（ト14，999ドル），第V階

層（15，000ドル以上）という5つの階層にグル

ープ分けされた。これらの階層の家計数分布

と所得分布については，ttの部分的変化が生

じた後の所得分布と一緒に第皿表に示されて

いる。

　この表から観察されることは，まず第一に

所得税控除後の所得分布のロレンツ曲線は，

1950－51年については上方へ単調にシフトし

ており，1953－54年と1953－60年については

下方へ単調にシフトしていることである。第

二に，ttの変化後の所所分布は，所得階層間

にかなり異なった効果を生じさせていること

に気付く。たとえば，1950－51年について，

第1階層だけの税率上昇はロレンツ曲線を単

調に上方ヘシフトさせ，同じく第V階層の税

率上昇はロレンツ曲線を単調に下方ヘシフト

させているが，その他の階層の部分的税率上

昇の効果はロレンツ曲線を単調にはシフトさ

せていない。それらの結果は第5図に示され

ている。

　他方，1953－54年と1953－60年のロレンツ

曲線の動きについては第皿表から，第6図の

ように示すことが出来る。

　これら部分分析の最終的計算結果は，すべ

て第皿表の右端に示されている。

　ここで，これらの結果を簡単に吟味してい

第5図

第6図

1951

増加後

のt2

＿増加後
　　のt1

減少後のt3

減少後のt5

こう。まず1950－51年の税率上昇の効果を第

皿表から読んでみると，1950－51年の間では，

1951年の所得分布のもとで全階層に対する税

率上昇の結果として，rの値は6．248％から

6．731％へと上昇している。rの値のこの上

昇の内容を見ると，最低所得階層（第1階層）

の税率の変化は部分的に41．7％だけマイナス

の効果，すなわちrの値を減少させる効果を

持っており，第豆階層の変化は同じく一55．5

％というマイナスの効果を持っていたのに対

し，第皿，第IV，第Vの各階層に対する税率

の変化はrの総増加に対して，それぞれ28．7

％，82．2％，86．36％のプラスの貢献をして

いたのである。このことは第1，第ll階層に

対する税率の上昇は所得再分配効果を悪化さ

せ，他方，第皿階層以上の高所得階層に対す

る税率の上昇は所得再分配効果を改善したこ

とを意味している。したがって，195C－51年

4）後の年の所得分布が基準となっているので，

実際の計算は前の方の年の税制に戻るかたちで

なされていた。しかし結果の説明は，すべて時

間的な進行方向にしたがって行なわれている。

10
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第IV表　1954年の税率引下げ

部分分析の

鞄ｾ階層
丁加∫灘彬夕　の

梶@得　階　層

1953年の
L効税率　（1｝

1953年の
L効税率
@（2）

減税率
i1｝一（2）／（1｝

@（3）

1954年の
ｼ想税率
@（4）

減税率
k1）一｛4）／ω

@（5）

　　　＄名000以下　　　1　　a44％工　　　＄2，000－＄2，999　　　　　　　　　5．23
2．06％1　15．57％

S。55　　　　13．00

　　1O．00％1　　100．00％

S．55　　　　13．00

　　　1＄3，000－＄3，999皿　　　＄4，000－＄4，999
6．08

U．92

5．38

U．16

11．51

P0．12

5．38

U．16

11．51

P0．12

皿
＄5，000－＄5，999

垂U，000－＄7，499

8．52

X．88

7．51

W．78

11．85

P1．13

7．51［　11．85　　1＆7釧　　11・13

w　l＄馬5・臣＄創999

@　　1＄・②・・傷＄・馬999

10．16

P1．49

8．95

P0．21

　　11．91
@
　
1
1
．
1
4
1

8．95　　　　11．91

P021　　　　11．14

V

＄15，000－＄19，999

垂Q0，000－＄24，999

垂Q5，000－＄49，999

垂T0，000以上

　　14．94

@　17．75

@　23．83
@
　
4
0
．
8
3
；

15．77

Q1．08

R6．64

・a・31・a・2　　　　　11．15　　　　　11．54　　　　　10．26

13．13

P5．77

Q1．08

S0．83

12．12

P1．15

P1．54

O．00

のrの増加の総効果は主として高所得階層に

対する税率の上昇に起因していたこと，別の

表現をすれば，高所得階層に対する課税累進

度の上昇が所得再分配効果をかなり有効適切

なものにしたことになる。しかしながら，政

府が一定の総所得税収入のもとで所得分配の

状態をより改善しようとするのであれば，税

率は第1，1［［第階層については増加させるの

ではなく減少させるべきであったこと，さら

に高所得階層についてはもっと急激に税率を

上昇させるべきであったことが容易に指摘さ

れるであろう。

　他方，1953－54年と1953－60年の両期につ

いては全所得階層の税率が減少したことを通

して，rの値はそれぞれ6．698％から5．918％，

6．911％から5．109％へ減少している。これら

両期間では第1，第1，第皿所得階層の税率

の減少はrの減少に対してマイナスの効果

（すなわちrの値を上昇させる効果）を持ってい

たのに対して，第IV，第Vの高所得階層のそ

れはrの値の減少効果に対してプラスに（す

なわちの値を減少させる方向に）貢献していた

ことがわかる。このことは第1，第皿，第皿

階層に対する税率の減少は所得再分配効果を

11

弱める傾向を持っていたことを意味している。

すなわち，これらの期間におけるrの減少は

主として高所得階層に対する税率の減少に起

因していたのである。別の表現をすれば，最

近における所得再分配効果の減少は，高所得

階層に対する課税の累進度を著しく弱あたこ

との結果である。これら3のつのケースの分

析によって，高い所得の上位2階層に対する

税率の変化は，その他の低所得階層に対する

税率の変化よりは，ずっとrの変化に敏感で

あることが容易に認められるであろう。

5．要約的結論

　上に述べたいくつかの事実発見を通して，

所得再分配効果の観点だけから連邦政府の租

税政策を簡単に評価してみよう。主要な特徴

は次のように要約されるであろう。

　（i）　再分配効果は1952年以降ずっと弱ま

ってきている。この結果は主として累進度を

弱める傾向を持った租税政策から来ている。

たとえば連続する任意の2年間でのrの値の

差の最大のものは，1950－51年（6．160％－

6．713％）と1953－54年（6．619％－5．918％）に
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生じているが，これらの変化は，朝鮮戦争中

および朝鮮戦争後における連邦政府による所

得税率を上昇させた年と，減少させた年に当

っている。1950年と1951年の間では，均等化

係数は連邦政府の所得税が極めて高い累進性

を課したことによって最も大きく上昇した。

しかし，1953年と1954年の間では，連邦政府

の所得税の累進度を低めたことによってrの

値は最も大きく減少した。それ以後，rの値

は年々減少している。

　（ii）所得分布の変化が所得再分配効果に

及ぼす効果は，連邦政府による税制の変化に

よる再分配効果に比して小さな影響しか持っ

ていない。たとえば，いま1961年の連邦政府

の租税政策の構造が1952年のそれと同一であ

ったとすれば，所得再分配効果は5．164％か

ら7．137％へと上昇していた筈であるのに対

し，1952－61年の間の所得分布の変化による

再分配効果は，税の構造が1961年のそれであ

れば，7．048％から7．137％へと僅かに上昇し

たにすぎない。

　（iii）　いま連邦政府がその所得税政策を通

して所得分布を改善しようとするならば，課

税累進度を増加させることが絶対に必要であ

る。この点を明確にするために，1954年の税

制の変化をいま少し立ち入って検討してみよ

う。まず，1954年の連邦政府の所得税の減税

政策は低い方の下位2階層を除いた各所得階

層に対しては，1953年の税率のほぼ11％の引

下げであったことがわかる（第W表の第（3）

列を参照）。各所得階層に対する斉一的税率の

引下げは，一般に税の再分配効果を弱あるこ

とは明らかである。そこで，いま1954年に第

IV表の第（4）列に示されるようなドラステ

ィックな税率の引下げが行われたと仮定して

みよう。そこでは，最低所得階層の税率は課

税免除水準を上昇させる政策を反映してゼロ

と仮定され，最高所得階層の税率は1953年の

それと同一とし，その他のすべての所得階層

の税率は1954年の実際の値と同じであると仮

定されている（この仮定のもとでの連邦政府の

総税収入は26億4，　700万ドルであるが，これと1954

年の実際の税収入26億3，　OOO万ドルと比較すると，

その差は1％以下である）。このようなドラス

ティックな仮定のもとですら，rの値はなお

6．386％にすぎず1953年の6．619％に及ばない

ことがわかる（もちろん，1954年の実際のrよ

りは大きいことはいうまでもない）。このことは

税率の顕著な変化がなければ，rを大きくす

ることは不可能であることを意味している。
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